
平成２１年度採用辰野町職員募集要項 

 

１． 募集区分 

（１） 辰野町役場に勤務する一般行政職員（建築技師・土木技師） 

（２） 辰野消防署に勤務する消防職員 

（３） 辰野総合病院に勤務する臨床工学技士 

 

２．受験資格 

  （１）平成21年 4月 1日現在辰野町に住所のある方（学生等で住所を異動している

方は可）または、採用後辰野町に長期居住する方（臨床工学技士は除く） 

  （２）地方公務員法第16条各号に規定されている欠格条項に該当しない方。 

  （３）以下の要件に該当する方 

イ）建築技師・土木技師（社会人枠） 

     昭和 43年 4月 2日以降に生まれた方で、一級建築士資格又は、一級土木施   

     工管理技士資格取得後、民間企業等において建築技師あるいは、土木技師と 

しての実務経験を３年以上有する方。 

※平成20年 11月 30日現在の経験期間とします。民間企業の従業員等（自営 

     を含む）として、常勤で12ヶ月以上継続して就職していた期間が該当し、職 

     務経験が複数の場合は通算することができます。ただし、同一期間内複数の 

     職務に従事していた場合は、いずか一方の職務に限ります。また、アルバイ 

     ト、パートタイマー、契約社員、公務員としての職務経験は該当しません。 

  ロ）消防職員 

   昭和 58年 4月 2日以降に生まれた方で、救急救命士資格取得者又は資格取得

見込みの方または、救急隊員資格取得者。 

    ハ）臨床工学技士 

     昭和 48年 4月 2日以降に生まれた方で、有資格者又は資格取得見込みの方。 

 

３．採用人員 

  （１）辰野町役場に勤務する一般行政職員（建築技師・土木技師） 

                             ・・・ 若干名 

  （２）辰野消防署に勤務する消防職員          ・・・ 若干名 

  （３）辰野総合病院に勤務する臨床工学技士       ・・・ 若干名 

 

４．試験の方法、受験手続き及び採用について 

  （１）試験方法 

    イ）学科試験は次の内容により長野県町村会に委託し実施する。 

 ○ 建築技師・土木技師（社会人枠）・・教養試験（短大卒程度）及び専門試 

   験 

○ 消防職員     ・・・教養試験（短大卒程度）及び消防適性 

○ 臨床工学技士   ・・・教養試験（短大卒程度） 

◎ 全職種・・・職場適応性検査 

 



    ロ）面接試験は町職員として必要な一般知識及び性向等について面接による試 

      験。 

  （２）学科試験科目及び出題分野 

    イ）教養試験 

      社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的      

推理及び資料解釈に関する一般知能（2時間） 

    ロ）適性検査 

      消防適性（20分）、職場適応性検査（30分） 

    ハ）専門試験 

      建築技師 

数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画

（都市計画、建築法規含む）、建築設備及び建築施工（2時間） 

土木技師 

数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都市計画含

む）及び土木施工（2時間） 

  （３）受験手続き 

    イ）辰野町役場総務課職員係に採用試験申込用紙を請求する。 

     （辰野町ホームページよりダウンロード可能） 

    ロ）申込用紙に必要事項を記入の上写真を添付し、卒業（見込み）証明書及び 

      最終学校成績証明書、資格取得（見込み）証明書または、免許証の写し 

（資格・免許が必要な職種にあって、既に資格・免許ある方のみ）を添え

て申し込む。 

    ハ）申込者には後日受験票を送付しますので、試験当日必ず持参してください。 

  （４）合格から採用まで 

    イ）「資格・免許」を必要とする試験区分で、資格・免許を取得できなかった場 

     合は、採用されません。 

    ロ）採用は、原則として平成２１年４月１日です。 

５．試験の日時等 

（１） 学科試験 

平成21年 2月 1日（日） 午前9時から辰野町役場にて 

（２） 面接試験 

平成21年 2月下旬から3月上旬（別途通知する日） 

詳細は、一次試験合格者に直接文書で通知します。 

 

６．申込期間  

   平成 20年 12月 1日（月）から平成20年 12月 22日（月）まで 

                 （郵送の場合当日消印有効） 

 

７．その他 

  （１）初任給は国家公務員等の初任給基準に準じる支給をします。 

    なお、社会人等の方は、経歴により算定し支給します。 


